
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  国外財産の判定                      

Ｑ：今年の３月から国外財産調書を出さな

ければならないそうですが、国外財産かどう

かはどのように判定するのですか？ 

                                              

Ａ：次のように判定します。 

【解説】 

年末時点で５千万円を超える国外財産を保

有する居住者は、翌年３月15日までに国外財

産調書を提出しなければならなくなりました。 

財産が、国外財産に該当するかどうかは、

基本的に相続税法の規定により判定しますが、

相続税法に規定する社債、株式等の有価証券

等のうち一定のものについては、国外送金等

調書令の規定により判定します。 

  また、相続税法に規定する財産以外の財産

で、次のものについては、それぞれ次により

所在を判定します。 

 ①預託金又は委託証拠金その他の保証金 

  受け入れをした営業所、事業所の所在 

 ②抵当証券又はオプションを表示する証券 

  発行者の本店又は主たる事務所の所在 

 ③組合契約等に基づく出資 

  契約に基づく事業を行う主たる事務所等の

所在 

 ④信託に関する権利 

  信託の引き受けをした営業所、事務所等の

所在 

 ⑤上記以外の財産 

  財産を有する方の住所の所在 
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